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令和７年４月定例駐在員会 要旨 

令和７年４月２８日 

〇町長あいさつ 

 

 区長の皆様には、集落の活性化にご尽力いただきお礼を申し上げる。 

令和７年度は町政施行５０周年ということで町民と共に祝っていきたいと思う。 

私自身も２期目の最終年度となる。令和７年度の事業計画等も十分説明しながら歩んでまい

りたい。駐在員の皆様にはサポートして頂きますようお願い申し上げる。 

５月１３日から毎年開催している町民と語る会を校区ごとに行う。 

会の進め方は例年、地域事業や継続事業を説明しながら新たに生じているどぅくさぁや館

の改修、中学校の統廃合に向けた動きというものを町民の皆様に十分説明してご理解を賜

りたいと思う。 

 

○副町長あいさつ 

町長からの話の通り、５月１３日からの町民と語る会について皆様がたのご協力をお願い申

し上げる。 

今回の語る会で主なテーマは中学校の統廃合問題である。これは令和９年４月１日をもっ

て統廃合し新しい中学校でスタートというスケジュールができている。 

また、どぅくさぁや館を令和７年度に実施設計をする。令和８・９年度で工事に入る。温泉に

ついても補助の対象となったため温泉掘削を進めていきたいと思っている。 

そういった話を含めて語る会の中でお話ができればと思っている。 

 

○各課等からの伝達事項 

1．令和７年度 赤十字会員・活動資金募集へのご協力について（社会福祉協議会） 

５月は赤十字運動月間として龍郷町分所では赤十字会員募集・活動資金募集月間とし

駐在員の皆様にご協力を頂き地域の皆様に日本赤十字社の活動資金の募集を行ってい

る。赤十字会員は 1世帯５００円のご協力をお願いしている。 

会員受付期日は６月２７日とし龍郷町分区事務局を担当している社協で受け付けてい

る。 
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２．蚊の殺虫剤申し込みについて（生活環境課） 

 

令和７年度も蚊の殺虫剤の購入申し込みを受け付ける。 

申込期限が５月１６日（金）までとなっている。 

例年通り、町にて半額補助を実施する。 

殺虫剤１缶１８リットル 19,250 円のところ半額補助で 9,625 円を集落で負担して頂く予定

である。 

 

３．令和７年度第 1回巡回狂犬病予防接種について（生活環境課） 

 

 今年度は５月１７日と１８日の２日間かけて各集落を巡回する。昨年度と同様、中勝の奄美

いんまや動物病院の伊藤先生にお願いする。 

 公民館の開錠を例年、区長の皆様にお願いしていたが、今年度より開錠は不要とする。 

集落放送を例年、区長の皆様にお願いしていたが、役場からの防災無線で呼びかける予

定である。 

 現在、犬の登録をしている飼い主の方には事前に案内書を個別に送付しているため集落

放送はお願いしない方向で考えている。 

 

４．ノネコ対策について（生活環境課） 

 

今年度は新たに赤尾木エリアにおいて、環境省がノネコの捕獲を行う。 

かご罠とノネコを撮影するためのカメラを住民にあまり目のつかない場所に配置する。 

かご罠は常に開けっ放しではなく、環境省の日程の関係で閉めている場合がある。かご

罠は絶対に触らないようにと環境省よりお願いがあった。 

設置場所に不具合のある場合は、奄美群島国立公園管理事務所または生活環境課に

連絡をお願い申し上げる。 

 

５．民生委員・児童委員の一斉改選に係る集落推薦の依頼について（保健福祉課） 

 

現在の民生委員が令和７年１１月３０日で任期満了する。 

区長、集落の方から推薦をして頂き令和７年７月３１日までに推薦書を提出して頂きたい。 

任期は３年間であり、補欠民生委員の任期は前任者の残任期間である。現在の民生委

員の期間は令和７年１１月３０日までである。 

民生委員・児童委員の年齢は新任が６５歳未満で、再任は７５歳未満の者を選任するよう

お願い申し上げる。 
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６．町民と語る会について（企画観光課） 

  

秋名校区 ５月１３日（火） 嘉渡生活館 

 

円校区 ５月１４日（水） 円公民館 

 

龍郷校区 ５月１５日（木） 安木屋場公民館 

 

大勝校区 ５月１９日（月） 浦生活館 

 

龍瀬校区 ５月２１日（水） 瀬留生活館 

 

戸口校区 ５月２２日（木） 戸口地区振興センター 

 

赤徳校区 ５月２９日（木） 芦徳公民館 

 

７．公民館等建設に伴う集落負担基準について（企画観光課） 

  

 公民館の工事費負担額を見直し、新築する場合は１戸当たり 10,000 円、解体する場合は

1戸当たり 5,000円を集落の皆様に負担して頂く。 

 施設を改修、修繕する場合は工事費用によって 1 戸当たりの負担する金額が変わるので

その都度ご相談頂きたい。 

軽微な修繕について１０万円を基準とし１０万円未満の場合は全額集落負担としている。

ただし１０万円を超える場合えあっても、住民が多い集落に関しては全額集落負担となる場

合がある。 

  

〇地域おこし協力隊活動報告 

 

川崎隊員 

・かんもーれ！たつごう民泊受入報告 

３月１９日から３泊４日で京都府の私立同志社中学校の春休みお試し教育民泊と 

３月２３日から３泊４日でセントラルスポーツ小学生の春休みお試し教育民泊を行った。 

 昨年７月に教育民泊を利用した北海道の草野河畔林トラスト財団と龍郷町は３月に包括提

携協定を結んだ。 

 

竹内隊員 

・空き家聞き取り調査について 

 空き家聞き取り調査を龍郷集落で実施した。 

 今回の龍郷集落をもって令和６年度の全集落の空き家調査が終了した。 

調査結果については広報誌に掲載する予定である。 
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・転入者の紹介について 

この春に空き家バンク物件に入居した２組の入居者をそれぞれの集落の方々に紹介した。

区長をはじめ集落の方々に集落行事やゴミ出しのルールについて詳しく説明して頂いた。 

・島暮らしお助け帳について 

５月中に久場集落分が完成予定、他の集落も随時作成していく予定である。 

・中高生空き家活用プロジェクト 

５月１１日に嘉渡集落にて空き家の片付け作業を行う予定である。 


